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鈴鹿市フルタイム会計年度任用職員採用試験募集要項 

鈴鹿市教育委員会事務局教育総務課 

令和 8年 9月 1日採用のフルタイム会計年度任用職員（調理員）を募集します。 
 

 

 
 

 

 

１ 募集職種、採用予定人数、受験資格等 
 

職種 

採用予定人数 
主な業務内容 受験資格 

調理員 
1 人程度 

学校又は学校給食センターでの給食
調理業務 

調理師免許若しくは栄養士免許を取得済みの方、又は調理現場で勤
務経験を有する方（別途指定様式の勤務経歴書を提出） 

(注)１ 受験資格にある資格や免許等は、令和 8年 8月 31日までに取得見込みの方を含みます。 

  ２ 受験資格にある資格や免許等については、内定後にその内容を証明する書類の提出が必要です（内

定者に対し別途案内します。）。 

  ３ 外国籍の方は、永住者又は特別永住者の在留資格が必要です。 

４ 全ての職種について次のいずれにも該当しないことが条件です。 

【地方公務員法第 16 条欠格条項】 

(1)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

(2)鈴鹿市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2 年を経過しない方 

(3)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

２ 任用 

１ 採用予定日  令和 8 年 9月 1日 

２ 任用予定期間 令和 8 年 9月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

※勤務成績が良好の場合は、再度の任用を行う可能性があります。 

※育児休業取得者の代替職員として任用された場合や、事業が終了した場合等、任期

が年度途中までとなる場合や、再度の任用を行わない場合があります。 

３ 日本国籍を有しない方の任用に当たっては、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職

務を行うためには日本国籍が必要である」という公務員の基本原則に沿った任用が行われます。 

 

 

３ 受験手続 

 １ 申込方法 

   原則、電子申請（インターネットによる申込み）となります。鈴鹿市ウェブサイト

（https://www.city.suzuka.lg.jp/shisei/jinji/1010112/1010652/1011191/1011193/1013552.html） 

のリンク先より申込みください。 

   詳細については、別添の「インターネットによる受験手続方法」を御覧ください。 

   なお、インターネットによる申込みが行えない正当な理由がある場合（身体に障が

いがありインターネットの利用が困難である等）には、別途受付方法をご案内いたし

ますので、受付期間に間に合うよう 7月 1日（水曜日）までに教育総務課までお問合

せください。 

 

受付期間：令和 8年 6月 22日（月）から 7月 10日（金）まで 

試 験 日：令和 8年 8月 1日（土） 
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 ２ 受付期間 

   令和 8年 6月 22日（月）午前 10時 00分から令和 8年 7月 10日（金）午後 5時 15分まで 

 

３ 受験票  

  申込受付期間終了後、受験票交付等のお知らせメールを送信しますので、申込サイト上のマイページ

から受験票を印刷し、必要事項を記入の上、試験日当日に持参してください。 

  また、受験票と併せて面接カード、勤務経歴書等必要書類の様式を送付します。必要書類の提出期限

及び提出先についてはお知らせメールでご案内します。 

  なお、令和 8年 7月 24 日（金）になっても受験票交付のお知らせメールが届かない場合は、教育総務

課までお問合せください。 

   

４ 試験の日時、会場及び合格発表等 

日 時 
令和 8年 8月 1日（土） 

試験開始時刻は受験票で各受験者に通知します。 

会  場 鈴鹿市学校給食センター（鈴鹿市岡田町 724番地） 

試 験 内 容 個別面接試験・実技試験 

合 格 発 表 
受験申込サイトに登録していただいたメールアドレス宛に合否通知を送信します。 

また鈴鹿市ウェブサイトへ合格者の受験番号を掲載します。 

 

 

５ 勤務条件等 

１ 給料等（改正により変更する場合があります。） 

給   料  213,100円（月額） 

諸 手 当 

・期末勤勉手当：2.85月分（年間） 

 ※在職期間が 6 か月に満たない場合、在職期間別割合を乗じた額となります。 

・通勤手当  ：実費支給（上限有） 

その他、時間外勤務手当、休日勤務手当等各種手当があります。 

休 暇 制 度 

・年次有給休暇（20日※） 

 ※任用初年度は任期が１年未満のため、任期に応じた日数（12 日）となります。 

＜その他の主な特別休暇＞ 

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・病気休暇 ・育児参加休暇 

・子の看護等休暇 ・子等の看護等休暇 ・短期介護休暇 

・産前産後休暇 ・介護休暇／介護時間休暇（無給） 

 

２ その他 

勤務時間は勤務箇所の職員の例によります。なお、勤務箇所により、勤務日が土曜日、日曜日等にな

ること、時間外勤務が発生することがあります。 

また、その他の勤務条件は、原則として常勤の職員の例によります。 

 

６ 採用試験についてのお問い合わせ先 

  鈴鹿市教育委員会事務局 教育総務課  Tel：059-382-1214（直通） Fax：059-383-7878 

  ※試験当日の連絡は、059-382-3273（鈴鹿市学校給食センター）へ 

 

鈴鹿市教育委員会事務局 教育総務課 


